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アンケート結果から（就学前児童のいる世帯　回答269世帯）

　
調
査
結
果
の
中
か
ら『
町
の
子
育
て

支
援
の
満
足
度
』や『
子
育
て
支
援
に

つ
い
て
特
に
期
待
す
る
こ
と
』な
ど
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
結
果
で
は
、
５
年
前
と
比
べ
、
町
の

子
育
て
環
境
や
子
育
て
支
援
に
つ
い
て

の
評
価
・
満
足
度
は
高
ま
っ
て
い
ま
す

が
、
ま
だ
ま
だ
満
足
度
は
低
い
と
の
回

答
や
自
由
意
見
欄
に
は
様
々
な
ご
意
見

や
ご
要
望
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
特
に
、
お
母
さ
ん
の
就
労
率
は
か
な

り
高
く
な
り
、
今
後
の
就
労
希
望
も

高
く
、
保
育
所
や
こ
ど
も
園
、
学
童

保
育
所
を
利
用
さ
れ
る
ご
家
庭
は
ま
す

ま
す
増
え
る
も
の
と
想
定
さ
れ
、
子
育

て
支
援
事
業
に
対
す
る
様
々
な
ニ
ー
ズ

が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　

　

皆
さ
ま
か
ら
い
た
だ
い
た
回
答
は
、

今
後
の
町
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施

策
の
貴
重
な
資
料
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

　
く
わ
し
い
結
果
報
告
書
は
町
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、

ご
覧
く
だ
さ
い
。

「
み
な
べ
町
子
ど
も・子
育
て
支
援
事
業

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」結
果

　
町
で
は「
み
な
べ
町
子
ど
も・子
育
て
支
援
事
業
計
画
」を
策
定
す
る
に
あ

た
り
、子
育
て
環
境
の
現
状
や
期
待
す
る
こ
と
等
を
把
握
し
、計
画
に
い
か
す

た
め
に
、平
成
31
年
１
月
に
小
学
生
以
下
の
お
子
様
の
い
る
ご
家
庭
を
対
象

に「
み
な
べ
町
子
ど
も・子
育
て
支
援
事
業
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」を
行
い
、対
象

９
４
９
世
帯
の
う
ち
、６
２
６
世
帯（
65・９
％
）か
ら
回
答
を
得
ま
し
た
。

　
今
回
、調
査
結
果
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
、報
告
し
ま
す
。

調
査
結
果

Ｑ１．あなたのお住まいの地区は、子育てのしやすい環境だと感じますか？

“４人のうち３人が、子育てしやすい”と回答
　子育てしやすい環境だと思うかどうかについては、「まあまあ子育てしやすいと思う」が
50.9％、「とても子育てしやすいと思う」が23.8％で、合わせて74.7％が“思う”と回答。“思わ
ない”は6.3％と１割に満たず、高評価となりました。
　また、前回調査と比較すると、“思う”の率がやや上昇し、その内訳をみると、「とても子育て
しやすいと思う」と明確に肯定した率がかなり上昇しており、この５年間で子育て環境に対する
評価は高まっています。

項　目 今回調査(％) 前回調査(％)
とても子育てしやすいと思う ２３．８ １４．８
まあまあ子育てしやすいと思う ５０．９ ５５．８
どちらともいえない １５．２ ２１．４
あまり子育てしやすいとは思わない ４．１ ５．０
子育てしやすいとは思わない ２．２ ２．１
無回答 ３．７ ０．９

Ｑ2．子育ての環境や支援への満足度について、あてはまる番号１つに○をつけてください。

Ｑ3．町の子育て支援について特に期待することは何ですか？

満足度は５段階評価で“３～４”を回答

期待する子育て支援は“子連れでも出かけやすく楽しめる場所”と回答

　町の子育て環境や支援に対する満足度について、満足度１（低い）～満足度５（高い）の５段
階で、うち１つを選んでもらったところ「満足度４・５」が41.2％と４割強を占め、中間の「満足度
３」が42.4％「満足度１・２」は12.2％と１割強となりました。
　前回調査と比較すると、“満足度４・５”の率がやや上昇し、“満足度１・２”の率がやや低下し、
この５年間で子育て環境・支援に対する満足度はやや高まりました。

　町の子育て支援について特に期待することについては、「子連れでも出かけやすく楽しめる
場所」（64.3％）が他を引き離し、次いで「保育所や幼稚園、学童保育所の費用の軽減」、「親子
が安心して集まれる身近な場所や機会」・「気軽にスポーツを楽しめる機会」の順となりました。
　その他では、「安心して医療機関にかかれる体制の整備」（18.2％）、「企業に対しての職場
環境改善の働きかけ」（13.0％）、「保育サービスの充実」（11.9％）などの順となっています。
※複数回答のため合計比率が100％を超えます。

項　目 今回調査(％) 前回調査(％)
満足度１ 　０．７ ３．６
満足度２ １１．５ １３．４
満足度３ ４２．４ ４４．２
満足度４ ２９．７ ２８．５
満足度５ １１．５ ７．４
無 回 答 ４．１ ３．０
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令
和
２
年
度
採
用
の
み
な
べ
町
職
員

を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

　
一
般
事
務
職	
５
名
程
度

　
土
木
技
術
職	
１
名
程
度

　
保
育
士
・
幼
稚
園
教
諭	

１
名
程
度

　
令
和
２
年
４
月
１
日

【
一
般
事
務
職
】

　

昭
和
59
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
14

年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

【
土
木
技
術
職
】

　

平
成
元
年
４
年
２
日
か
ら
平
成
14

年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①
土
木
設
計
技
術
を
習
得
す
る
た
め

の
専
門
課
程
を
卒
業
し
た
人
ま
た

は
令
和
２
年
３
月
31
日
ま
で
に
卒
業

見
込
み
の
人

②
測
量
士
補
、
測
量
士
、
２
級
土
木

施
工
管
理
技
士
、
１
級
土
木
施
工

管
理
技
士
の
い
ず
れ
か
の
資
格
を
有

　
「
み
な
べ・
田
辺
の
梅
シ
ス
テ
ム
」は
、

梅
栽
培
を
中
心
と
す
る
自
然
と
共
生

し
た
循
環
型
農
業
が
４
０
０
年
に
わ
た

り
伝
統
的
文
化
や
景
観
な
ど
を
育
み

な
が
ら
、
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た

こ
と
が
評
価
さ
れ
、
２
０
１
５
年
に
世

界
農
業
遺
産
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、「
み
な
べ
・

田
辺
世
界
農
業
遺
産
推
進
協
議
会
」

で
は
、
先
人
た
ち
が
培
っ
て
き
た
農
文

化
や
祭
り
、
風
景
な
ど
、
そ
の
歴
史

を
次
の
世
代
に
継
承
す
る
た
め
、「
昔

な
つ
か
し
い
写
真
」
を
使
用
し
、
カ
レ

ン
ダ
ー
を
作
成
し
た
り
、
専
用
サ
イ
ト

に
掲
載
す
る
な
ど
し
て
、
広
く
情
報
を

発
信
し
て
い
き
ま
す
。

　
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
ん
な
写
真
を
お

持
ち
の
方
、
ぜ
ひ
お
貸
し
く
だ
さ
い
。

す
る
人
ま
た
は
令
和
２
年
３
月
31

日
ま
で
に
い
ず
れ
か
の
資
格
取
得
見

込
み
の
人（
令
和
２
年
３
月
31
日
ま

で
に
資
格
を
取
得
で
き
な
か
っ
た
場

合
は
、
こ
の
試
験
に
合
格
し
て
も
採

用
資
格
を
失
い
ま
す
。）

【
保
育
士
・
幼
稚
園
教
諭
】

　

平
成
元
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま

れ
た
人
で
、
保
育
士
資
格
と
幼
稚
園

教
諭
２
種
以
上
の
免
許
の
両
方
を
有

す
る
人
、
ま
た
は
令
和
２
年
３
月
31

日
ま
で
に
両
方
の
資
格
等
取
得
見
込
み

の
人（
令
和
２
年
３
月
31
日
ま
で
に
資

格
等
を
取
得
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、

こ
の
試
験
に
合
格
し
て
も
採
用
資
格
を

失
い
ま
す
。）

※
受
験
資
格
に
つ
い
て
は
、
記
載
さ
れ

て
い
る
以
外
に
も
要
件
が
あ
り
ま
す
の

で
、
採
用
試
験
実
施
要
綱
で
、
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

第
１
次
試
験　

　
令
和
元
年
９
月
22
日（
日
）

　

白
黒
、
カ
ラ
ー
、
撮
影
年
代
は
問

い
ま
せ
ん
。（
写
真
は
返
却
し
ま
す
。）

（
例
）

⃝
梅
栽
培
や
梅
加
工
、
製
炭
な
ど
の

作
業
風
景

⃝
伝
統
的
な
農
耕
祭
事
の
様
子
な
ど

⃝
み
な
べ
町
や
田
辺
市
の
な
つ
か
し
い

景
色
な
ど

⃝
２
０
２
０
年
世
界
農
業
遺
産「
梅
シ

ス
テ
ム
」カ
レ
ン
ダ
ー
に
掲
載

⃝
世
界
農
業
遺
産「
み
な
べ
・
田
辺
の

梅
シ
ス
テ
ム
」専
用
サ
イ
ト
に
掲
載

⃝
そ
の
他
、
協
議
会
作
成
の
広
報
媒

体
　
令
和
元
年
７
月
１
日（
月
）～

　
　
　
　
令
和
元
年
８
月
20
日（
火
）

　

一
般
事
務
職
、
土
木
技
術
職
、
保

育
士
・
幼
稚
園
教
諭
と
も　

　
筆
記
試
験【
教
養（一般
教
養
）・
適

性
検
査（
事
務
、
性
格
、
職
場
適
応
）】

※
土
木
技
術
職
は
右
記
の
試
験
に
加

え
、
土
木
専
門
試
験（
高
校
卒
業
程

度
）が
あ
り
ま
す
。　

第
２
次
試
験　

　

試
験
日
は
第
１
次
試
験
合
格
者
に

の
み
、
別
途
通
知
し
ま
す
。

　
作
文
試
験
及
び
面
接
試
験

※
そ
れ
ぞ
れ
の
試
験
種
目
で
、
町
が
認

め
る
得
点
・
基
準
に
達
し
な
い
場
合
は
、

順
位
に
か
か
わ
ら
ず
不
合
格
と
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

申
込
受
付
期
間

　
令
和
元
年
７
月
25
日（
木
）～

　
令
和
元
年
８
月
９
日（
金
）ま
で

（
土
・
日
を
除
く
、
午
前
８
時
30
分
～

午
後
５
時
15
分
ま
で
）

提
出
書
類

①
令
和
元
年
度
み
な
べ
町
職
員
採
用

試
験
申
込
書（
役
場
総
務
課
に
置
い

て
い
ま
す
）

※
申
込
書
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　
「
み
な
べ
・
田
辺
の
梅
シ
ス
テ
ム
」の

保
全
・
活
用
に
関
す
る
取
組
み
を
推

進
す
る
た
め
、
世
界
農
業
遺
産
に
関

連
す
る
地
域
の
自
主
的
な
活
動
を
支

援
し
ま
す
。

　
み
な
べ
町
及
び
田
辺
市
に
活
動
拠
点

の
あ
る
組
織
・
グ
ル
ー
プ

　

世
界
農
業
遺
産「
み
な
べ
・
田
辺
の

梅
シ
ス
テ
ム
」の
保
全
・
活
用
を
推
進

す
る
活
動

（
事
業
例
）

ア　

 

梅
・
炭
の
販
売
促
進
、
商
品
開

発
、
生
産
者
育
成
な
ど

イ　

生
物
多
様
性
保
全
活
動
、
ミ
ツ

バ
チ
の
保
全
、
里
山
学
習
、
ジ

ビ
エ
活
用
な
ど  

　
補
助
金
交
付
決
定
日
～

　
　
　
　
令
和
２
年
２
月
29
日（
土
）

　
令
和
元
年
７
月
22
日（
月
）～

　
　
　
　
令
和
元
年
８
月
９
日（
金
）

　
午
後
５
時（
必
着
）

　

誓
約
書
、
交
付
申
請
書
、
事
業
計

②
履
歴
書

③
土
木
技
術
職
、
保
育
士
・
幼
稚
園

教
諭
を
申
し
込
ま
れ
る
人
で
、
既
に

資
格
を
有
す
る
人
は
、
そ
の
資
格

証
等
の
写
し

提
出
先

　
〒
６
４
５ ‐ 

０
０
０
２

　
日
高
郡
み
な
べ
町
芝
７
４
２
番
地

　
み
な
べ
町
役
場
総
務
課

提
出
方
法

　
提
出
先
へ
直
接
持
参
す
る
か
、
ま
た

は
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　

郵
送
の
場
合
は
、
必
ず「
簡
易
書

留
郵
便
」と
し
、
封
筒
の
表
に「
採
用

試
験
受
験
申
込
み
」と
朱
書
し
て
く
だ

さ
い
。
こ
の
場
合
、
令
和
元
年
８
月

９
日（
金
）ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に

限
り
受
け
付
け
ま
す
。

そ
の
他

　

申
し
込
み
が
で
き
る
試
験
区
分
は
、

１
人
１
区
分
に
限
り
ま
す
。
ま
た
、

申
込
書
の
受
理
後
に
お
け
る
試
験
区

分
の
変
更
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

み
な
べ
町
役
場
総
務
課（
℡

０
７
３
９ ‐ 

72 ‐ 

２
０
５
１
）へ
。

画
書
、
収
支
予
算
書
、
団
体
概
要
調

書
な
ど（
様
式
は
、
役
場
う
め
課
、
田

辺
市
梅
振
興
室
も
し
く
は
世
界
農
業

遺
産
み
な
べ
・
田
辺
の
梅
シ
ス
テ
ム
専

用
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
）

　

審
査
委
員
会
に
よ
る
書
類
選
考
を

行
い
ま
す
。
な
お
、
必
要
に
応
じ
て
、

ヒ
ア
リ
ン
グ
や
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
等

を
行
って
い
た
だ
き
ま
す
。

　

審
査
結
果
を
も
と
に
、
本
事
業
予

算
額
の
範
囲
内
で
助
成
金
交
付
の
可

否
及
び
金
額
を
決
定
し
ま
す
。（
助
成

金
は
20
万
円
を
上
限
と
し
、
営
利
目

的
の
場
合
は
、
２
分
の
１
以
内
で
10
万

円
を
限
度
と
し
ま
す
。）

☆
提
出
先
・
お
問
い
合
わ
せ
先　
　

　

昔
の
写
真
募
集
や
世
界
農
業
遺
産

地
域
活
動
支
援
事
業
に
つ
い
て
の
く
わ

し
く
は
、
み
な
べ
・
田
辺
地
域
世
界
農

業
遺
産
推
進
協
議
会
事
務
局（
役
場

う
め
課
内
）へ
。

　
電　
話　
３
３ 

‐ 

９
３
１
０

　

メ
ー
ル　

w
akayam

a@
giahs-

m
inabetanabe.jp

令
和
２
年
度
採
用

み
な
べ
町
職
員
募
集

み
な
べ・田
辺
地
域
世
界
農
業
遺
産

推
進
協
議
会
か
ら
お
知
ら
せ
し
ま
す

１
．試
験
区
分
及
び
採
用
人
員

２
．採
用
時
期

３
．受
験
資
格

４
．試
験
日
及
び
試
験
方
法
等

募
集
写
真

５
．申
込
方
法

６
．問
い
合
わ
せ
先

選
考
方
法
等

世
界
農
業
遺
産「
み
な
べ・田
辺
の

梅
シ
ス
テ
ム
」に
関
連
す
る「
昔
な

つ
か
し
い
写
真
」を
探
し
て
い
ま
す

お
借
り
し
た
写
真
の
使
用
用
途

募
集
期
間

追
加
募
集
！　
世
界
農
業
遺
産

住
民
提
案
型
地
域
活
動
支
援
事
業

応
募
資
格

対
象
事
業

事
業
実
施
期
間

募
集
期
間

提
出
書
類
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　５月30日、町長室で、日章旗の返還式が行われ、み
なべ町筋の小谷幸一さん（1945年３月３日戦死）の
遺品である日章旗が、米国の非営利団体「OBON 
SOCIETY」や日本遺族会を通じて、７４年ぶりに姪
の小谷一美さんに届けられました。
　小谷さんは「日章旗が戻ってきたということは、家
に帰ってきたかったのかなと思った。亡き父には、弟が
帰ってきたよと伝えたい。」と話してくれました。

　５月30日、１００歳を迎えた谷本さんを町長が訪問
し、「祝百歳」の賞状と記念品、花束を贈り長寿をお
祝いしました。
　谷本さんは、テレビを見るのが楽しみで、特に相撲
が好きだそうです。また、新聞はメガネを掛けずに読
んでいるそうです。
　益々のご長寿を祈念します。
　

　第42回少林寺拳法紀南熊野少
年少女拳士大会が、白浜町内で開催
されました。
　みなべ町以南の小中学生が部門
別に演武し、南部スポーツ少年団が
総合優勝しました。

日章旗が74年ぶりに遺族に返還

谷本佐平さん（埴田）１００歳おめでとうございます

南部スポーツ少年団が総合優勝　第4２回少林寺拳法紀南熊野少年少女拳士大会

　

介
護
保
険
は
、
40
歳
以
上
の
方
が

加
入
者
と
し
て
保
険
料
を
負
担
し
、

介
護
や
支
援
が
必
要
と
認
定
さ
れ
た

時
に
各
種
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き

る
制
度
で
す
。

　

要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受
け
ら

れ
て
い
る
方
、
介
護
予
防
・
生
活
支

援
サ
ー
ビ
ス
事
業
対
象
者
の
方
に
つ
い

て
は
、
新
し
い
負
担
割
合
証
を
７
月
中

に
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
被
保
険
者
証

と
併
せ
て
サ
ー
ビ
ス
利
用
時
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　
現
在
、
発
行
さ
れ
て
い
る
認
定
証
の

有
効
期
限
は
令
和
元
年
７
月
31
日
と

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
更
新
の
ご
案
内

を
６
月
下
旬
に
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

更
新
が
必
要
な
方
は
７
月
中
に
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

⃝
負
担
限
度
額
認
定
証
に
つ
い
て

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の
施

設
に
入
所
し
た
際
に
非
課
税
世
帯（
世

帯
全
員
が
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
な

い
世
帯
）で
本
人
及
び
配
偶
者
の
預
貯

金
等
の
額
が
基
準
額
以
下
の
場
合
に
、

食
費
及
び
部
屋
代
の
負
担
軽
減
を
受

け
ら
れ
ま
す
。

⃝
社
会
福
祉
法
人
等
利
用
者
負
担
軽

減
確
認
証
に
つ
い
て

　
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
う

社
会
福
祉
法
人
等
が
、
低
所
得
の
方

な
ど
要
件
に
該
当
す
る
方
の
利
用
者

負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
り
、
介
護

保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
促
進
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
す
。

　
７
月
は
65
歳
以
上
の
方
に
納
め
て
い

た
だ
く
介
護
保
険
料
の
普
通
徴
収
の

方
の
第
１
期
の
納
期
で
す（
普
通
徴
収

と
は
、
役
場
か
ら
お
送
り
す
る
納
付

書
で
金
融
機
関
等
へ
納
付
す
る
方
法
で

す
）。

　
65
歳
以
上
の
方
に
納
め
て
い
た
だ
く

介
護
保
険
料
は
、
原
則
と
し
て
年
金

か
ら
天
引
き（
特
別
徴
収
）さ
れ
ま
す
。

⃝
普
通
徴
収
で
納
め
て
い
た
だ
く
の
は

主
に
次
の
よ
う
な
方
で
す

◇
老
齢
年
金
な
ど
の
月
額
が

１
万
５
０
０
０
円
未
満（
年
額
18
万
円

未
満
）で
あ
る
方

◇
平
成
31
年
４
月
か
ら
令
和
元
年
６

月
の
間
に
65
歳
に
な
っ
た
方
、
ま
た
は

年
度
途
中
で
転
入
さ
れ
た
方

　

納
付
対
象
の
方
に
は
、
７
月
中
頃
、

納
付
通
知
書
を
お
届
け
し
ま
す
の
で
、

納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
第
２
期
以
降
の
納
期
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。

▼
２
期
＝
８
月　
▼
３
期
＝
９
月

▼
４
期
＝
10
月　
▼
５
期
＝
11
月

▼
６
期
＝
12
月 

▼
７
期
＝
翌
年
１
月

▼
８
期
＝
翌
年
２
月

⃝
７
月
以
降
に
65
歳
に
な
る
方
へ

　

誕
生
月
の
翌
月
に
保
険
料
決
定
通

知
書
及
び
納
付
通
知
書
を
送
付
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
納
付
に
は
確
実
・
便
利
な
口
座
振

替
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

⃝
問
い
合
わ
せ
先

　

介
護
や
支
援
に
つ
い
て
の
ご
相
談

は
、
役
場
健
康
長
寿
課（
ふ
れ
愛
セ
ン

タ
ー
内
℡
33 

‐ 

７
２
３
４
）や
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー（
℡
74 

‐ 

８
０
６
５
）

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て

負
担
割
合
証
の
発
行
に
つ
い
て

７
月
は
介
護
保
険
料（
普
通
徴

収
）第
１
期
の
納
期
で
す

『
負
担
限
度
額
認
定
証
』、『
社
会

福
祉
法
人
等
利
用
者
負
担
軽
減

確
認
証
』の
更
新
は
７
月
中
に
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り
ま
す（
有
効
期
限
は
１
年
間
）。

⃝
老
人
医
療

⃝
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者（
対

象
は
70
～
74
歳
）

⃝
重
度
心
身
障
が
い
児（
者
）医
療

⃝
ひ
と
り
親
家
庭
医
療

　
新
し
い
受
給
者
証
を
、
７
月
中
に
お

渡
し
し
ま
す（
郵
送
ほ
か
）。

※
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
受
給
者
証

の
有
効
期
限
は
、
制
度
改
正
に
よ
り
、

令
和
元
年
８
月
１
日
～
同
年
10
月
31

日
ま
で
の
３
ヶ
月
間
と
な
り
ま
す
。
令

和
元
年
11
月
１
日
～
令
和
２
年
10
月

31
日
ま
で
の
新
し
い
受
給
者
証
に
つ
い

て
は
、
10
月
中
に
郵
送
し
ま
す
。

　

古
い
受
給
者
証
は
、
自
分
で
破
棄

す
る
か
住
民
福
祉
課
へ
返
し
て
く
だ
さ

い
。

　
納
期
限
内
の
納
付
を
お
願
い
す
る
と

と
も
に
、
納
付
に
は
確
実
・
便
利
な
口

座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

②
納
付
猶
予
申
請

　

本
人
、
配
偶
者
そ
れ
ぞ
れ
の
前
年

所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

※
付
加
年
金
ま
た
は
国
民
年
金
基
金

等
に
加
入
中
の
場
合
、
免
除
等
が
承

認
さ
れ
る
と
脱
退
と
な
り
ま
す
。

免
除
の
種
類
と
保
険
料
額
、
年
金
受

取
額
の
割
合

◆
免
除 

・
猶
予
の
期
間

　
令
和
元
年
度
分（
令
和
元
年
７
月
分

～
令
和
２
年
６
月
分
ま
で
）

特
例
措
置
が
見
直
さ
れ
、
本
来
納
め

て
い
た
だ
く
所
得
割
額
に
な
り
ま
す
。

　
く
わ
し
く
は
、
７
月
に
郵
送
す
る
後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
と一緒
に

送
付
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
め

方
は
、
年
金
か
ら
の
天
引
き
に
よ
る
特

別
徴
収
と
、
窓
口
納
付
や
口
座
振
替

に
よ
る
普
通
徴
収
の
２
種
類
が
あ
り
ま

す
。

特
別
徴
収

　

年
金
支
給
額
が
年
額
18
万
円
以
上

で
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
と
介

護
保
険
料
と
の
合
計
額
が
、
年
金
受

給
額
の
２
分
の
１
を
超
え
な
い
方
は
年

金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す（
お
申
出
に

よ
り
、
口
座
振
替
を
選
択
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
）。

普
通
徴
収

　

特
別
徴
収
以
外
の
方
や
新
規
に
資

格
を
取
得
さ
れ
た
方（
年
金
天
引
き
が

始
ま
る
ま
で
の
間
）は
窓
口
納
付
や
口

座
振
替
に
よ
る
方
法
で
納
め
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　

令
和
元
年
７
月
31
日
の
有
効
期
限

満
了
に
伴
い
、
後
期
高
齢
者
医
療
被

保
険
者
証（
保
険
証
）を
更
新
し
ま
す
。

　

新
し
い
保
険
証
は『
う
す
い
オ
レ
ン

ジ
色
』で
す
。
７
月
中
旬
頃
か
ら
順
次
、

簡
易
書
留
郵
便
で
郵
送
す
る
予
定
で

す
。

　
７
月
１
日
か
ら
有
効
と
な
り
ま
す
の

で
、
お
手
元
に
届
き
次
第
ご
使
用
く

だ
さ
い
。

　

現
在
お
持
ち
の
保
険
証（
み
ず
色
）

は
、
８
月
か
ら
は
お
使
い
い
た
だ
け
ま

せ
ん
の
で
、
ご
自
分
で
破
棄
さ
れ
る
か
、

住
民
福
祉
課
へ
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
が
出

産
す
る
際
に
、
申
請
を
す
る
こ
と
で
出

産
前
後
の
一
定
期
間（
単
胎
出
産
は

4
ヶ
月
間
、多
胎
出
産
で
は
6
ヶ
月
間
） 

保
険
料
を
免
除
さ
れ
、
こ
の
期
間
は
納

付
し
た
も
の
と
し
て
取
扱
わ
れ
ま
す
。

　

申
請
は
、
出
産
予
定
月
の
6
ヶ
月

前
か
ら
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
出
産
日
が
平
成
31
年
2
月
1
日
以

降
　

経
済
的
な
理
由
で
国
民
年
金
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に

は
、
本
人
の
申
請
に
よ
り
提
出
し
、

承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が
免

除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

①
免
除（
全
額
免
除
・一
部
免
除
）申
請

　

本
人
、
配
偶
者
、
世
帯
主
そ
れ
ぞ

れ
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場

合
や
、
失
業
等
の
事
由
が
あ
る
場
合

に
、
保
険
料
が
全
額
ま
た
は
一
部
免

除
と
な
り
ま
す
。

※
令
和
元
年
度
住
民
税
の
課
税
所
得

に
よ
り
、
一
部
負
担
金
の
割
合
が
変

更
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

（
例
）今
ま
で
１
割
だ
っ
た
方
が
３
割
負

担
に
変
更
と
な
る
場
合「
３
割（
令
和

元
年
７
月
31
日
ま
で
は
１
割
）」
と
表

示
さ
れ
ま
す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
加

入
者
一
人
ひ
と
り
か
ら
保
険
料
を
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
納
め
る
保
険
料
が
、
大

切
な
医
療
費
の
財
源
と
な
り
ま
す
。

　

保
険
料
は
、
被
保
険
者
全
員
が
等

し
く
負
担
す
る「
均
等
割
額
」と
、
所

得
に
応
じ
て
負
担
す
る「
所
得
割
額
」

を
合
計
し
た
額
に
な
り
ま
す（
年
間
保

険
料
は
62
万
円
を
超
え
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
）。

　
「
均
等
割
額
」と「
所
得
割
率
」は
、

県
内
均一に
設
定
し
、
２
年
ご
と
に
見

直
し
を
行
い
ま
す
。

　
今
年
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

均
等
割
額
の
軽
減

　
所
得
の
低
い
世
帯
の
方
は
、
世
帯
の

所
得
水
準
に
応
じ
て
保
険
料
の
均
等

割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

被
用
者
保
険（
社
会
保
険
や
共
済
組

合
な
ど
）の
被
扶
養
者
に
対
す
る
軽
減

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す

る
前
日
に
、
被
用
者
保
険（
社
会
保

険
や
共
済
組
合
な
ど
）の
被
扶
養
者
で

あ
っ
た
方
は
、
保
険
料
の
均
等
割
額
が

２
年
間
の
み
５
割
軽
減
と
な
り
、
所

得
割
額
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

所
得
割
額
の
軽
減
に
つ
い
て

　

平
成
30
年
度
ま
で
特
例
の
軽
減
措

置
が
適
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
令
和

元
年
度
か
ら
令
和
3
年
度
に
か
け
て

　
ま
た
、
申
請
時
点
の
２
年
１
ヶ
月
前

の
月
分
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と

　

保
険
料
の
免
除
や
猶
予
を
受
け
ず

に
保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
く

と
、
万
一
、
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た

不
慮
の
事
態
が
生
じ
た
時
に「
障
害

年
金
」や「
遺
族
年
金
」を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
免
除
等
の
承
認
を
受
け
た

期
間
が
あ
る
場
合

　

保
険
料
を
全
額
納
付
し
た
と
き
に

比
べ
、
将
来
受
け
取
る
年
金
額
が
少
な

く
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
補
う
た
め
に
、

10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
あ
と
か
ら
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
免
除

を
受
け
る
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

　
く
わ
し
く
は
、
住
民
福
祉
課
ま
た
は

田
辺
年
金
事
務
所（
℡
24 ‐ 

０
４
３
２
）

ま
で
。

　

８
月
か
ら
、
次
の
各
福
祉
医
療
の

受
給
者
証
が
新
し
く
切
り
替
え
に
な

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
保
険

証
の
色
が『
う
す
い
オ
レ
ン
ジ

色
』に
変
わ
り
ま
す

くらし
の

情  報

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に

つ
い
て

住
民
福
祉
課（
℡
72-

2
1
6
1
）か
ら

7
月
に
納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

町
県
民
税・固
定
資
産
税・国
保
税

税
務
課（
℡
72-

2
1
6
2
）か
ら

産
前
産
後
期
間
の

国
民
年
金
保
険
料
免
除

各
福
祉
医
療
の
受
給
者
証
を

お
届
け
し
ま
す

保
険
料
の
算
定
方
法

保
険
料
の
軽
減
措
置

保
険
料
の
納
め
方
に
つ
い
て

国
民
年
金
の
保
険
料
の
お
支
払

い
が
困
難
な
と
き
は
、ご
相
談
を
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た
だ
し
市
町
村
の
区
域
内
に
同一人

が
所
有
す
る
土
地
・
家
屋
・
償
却
資

産
の
課
税
標
準
額
が
、
次
の
金
額
に
満

た
な
い
場
合
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

▼
土
地
30
万
円　
▼
家
屋
20
万
円

▼
償
却
資
産
１
５
０
万
円

　

税
額
の
計
算
方
法
は
、
課
税
標
準

額
×
税
率
1.4
％
で
す
。

固
定
資
産
税
の
納
期

▼
１
期
＝
７
月　
▼
２
期
＝
９
月　

▼
３
期
＝
11
月　
▼
４
期
＝
翌
年
２
月

◎
町
県
民
税
・
固
定
資
産
税
・
国

民
健
康
保
険
税
の
第
１
期
と
全
期

前
納
の
納
期
限
は
７
月
31
日（
水
）

で
す
。

◎
町
税
は
30
万
円
以
下
の
場
合
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
納

付
で
き
ま
す
。
納
期
を
ご
確
認
の

う
え
、
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
や
乗
用
装
置
の
あ

る
ト
ラ
ク
タ
ー
・
コ
ン
バ
イ
ン
・
田
植
機

等
は
、
小
型
特
殊
自
動
車
に
該
当
し
、

　

町
県
民
税
は
、
町
民
の
皆
さ
ん
の

日
常
生
活
と
密
接
に
結
び
付
い
た
多
く

の
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
た
め
に
必
要
な
財

源
で
す
。

町
県
民
税（
普
通
徴
収
）の
納
期

　

個
人
の
町
県
民
税
の
納
付
方
法
に

は
、
給
与
・
年
金
か
ら
天
引
き
を
さ
せ

て
い
た
だ
く
特
別
徴
収
と
納
税
通
知

書
に
よ
っ
て
支
払
っ
て
い
た
だ
く
普
通

徴
収
が
あ
り
ま
す
。

　
普
通
徴
収
の
納
期
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。

▼
１
期
＝
７
月　
▼
２
期
＝
８
月　

▼
３
期
＝
10
月　
▼
４
期
＝
翌
年
１
月

　
国
民
健
康
保
険（
国
保
）は
、
国
保

に
加
入
し
て
い
る
み
な
さ
ん
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
運
営
し

て
い
ま
す
。

　

国
保
税
は
、
加
入
者
の
み
な
さ
ん

が
使
っ
た
医
療
費
の
保
険
負
担
分
や
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
、
介
護
保
険
へ

の
納
付
金
な
ど
の
支
出
合
計
額
か
ら
、

国
・
県
か
ら
の
交
付
金
・
補
助
金
な
ど

軽
自
動
車
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
小
型
特
殊
自
動
車
を
所
有
さ
れ
て
い

る
方
は
、
公
道
走
行
の
有
無
に
関
係
な

く
軽
自
動
車
税
の
申
告
を
し
て
、
ナ
ン

バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
交
付
を
受
け
て
く
だ

さ
い
。

申
告
に
必
要
な
書
類
等

１
． 

販
売
店
か
ら
購
入
の
場
合

　
①
所
有
者
の
印
鑑

　
②
販
売
証
明
書（
販
売
店
の
押
印
、

　
車
台
番
号
、
メ
ー
カ
ー
等
の
記
載
が

　
あ
る
も
の
）

２
．
１
以
外
の
場
合

　
譲
り
受
け
た
り
、
以
前
か
ら
所
有
し

て
い
る
方
な
ど
は
、
税
務
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
小
型
特
殊
自
動
車
の
種
類
は
、
道

路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
で
決
ま
って

い
ま
す
。

　
み
な
べ
町
の
公
共
下
水
道
事
業
は
、

事
業
の
認
可
対
象
区
域
に
住
む
皆
さ
ん

に
必
要
な
経
費
の一部
を
負
担
し
て
も

ら
っ
て
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
受

を
除
い
た
額
を
、
保
険
税
と
し
て
納
め

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
の
税
率
は
、
国
保
運
営
に

関
す
る
協
議
会
で
審
議
後
、
第
２
回

定
例
町
議
会
で
可
決
さ
れ
、
決
定
し

ま
し
た
。
左
表
の
と
お
り
で
す
。

益
者
負
担
と
い
い
ま
す
。

　

今
年
度
は
、
平
成
30
年
度
中
に
桝

の
設
置
が
済
ん
だ
区
域
の
方
に
納
付
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
対
象
区
域
の
皆
さ
ん
に
は
、
７
月
初

め
に
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

対
象
地
域　
埴
田
の一部

受
益
者
負
担
金
の
額

　
１
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
５
０
０
円
×

土
地
の
面
積

納
付
方
法

　

次
の
い
ず
れ
か
納
め
や
す
い
方
法
で

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
分
割
納
付
→
平
成
31
年
度
～
令
和

３
年
度
ま
で
の
３
年
間（
年
に
４
回

納
付
、
合
計
12
回
）

◎一括
納
付
→
前
納
報
奨
金
制
度
が
あ

り
ま
す
。
下
表
の
と
お
り
で
す
。

納
付
期
限（
初
回
分
・
全
期
分
）

　
７
月
31
日（
水
）

納
付
場
所　

　
町
が
指
定
し
た
各
金
融
機
関

　

な
お
、
平
成
29
年
度
、
ま
た
は
30

年
度
か
ら
分
割
納
付
し
て
い
た
だ
い
て

い
る
方
は
、
引
き
続
き
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

国
保
税
の
課
税
方
法

　

国
保
税
は
、
国
保
加
入
世
帯
員
の

所
得
や
資
産
、
人
数
な
ど
に
応
じ
て

世
帯
に
課
税
さ
れ
、
世
帯
主
が
納
税

義
務
者
と
な
り
ま
す（
国
保
加
入
者
で

あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
則
と
し

て
世
帯
主
に
国
保
税
を
納
め
る
義
務

が
あ
り
ま
す
）。

　
な
お
、
国
保
加
入
者
の
各
年
齢
層

の
課
税
方
法
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
国
保
加
入
の
40
歳
未
満
の
方

　

医
療
保
険
分
＋
後
期
高
齢
者
支
援

金
分
が
課
税
さ
れ
ま
す
。【
年
度
途
中

で
40
歳
に
な
る
方
は
、
誕
生
月
分
か
ら

介
護
保
険
分
も
合
わ
せ
て
課
税
さ
れ

ま
す
】

②
国
保
加
入
の
40
歳
以
上
65
歳
未
満

の
方（
介
護
保
険
の
第
２
号
被
保
険

者
）

　
医
療
保
険
分
+
後
期
高
齢
者
支
援

金
分
+
介
護
保
険
分
が
課
税
さ
れ
ま

す
。【
年
度
途
中
で
65
歳
に
な
る
方
は
、

誕
生
月
の
前
月
分
ま
で
の
介
護
保
険

分
が
国
保
税
と
し
て
翌
年
２
月
ま
で
の

納
期
に
分
け
て
課
税
さ
れ
ま
す（
※
誕

生
月
以
降
は
介
護
保
険
料
と
し
て
別

途
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
）】

③
国
保
加
入
の
65
歳
以
上
75
歳
未
満

の
方（
介
護
保
険
の
第
１
号
被
保
険

者
）

　

医
療
保
険
分
＋
後
期
高
齢
者
支
援

金
分
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

介
護
保
険
料
は
別
途
、
原
則
と
し

て
年
金
か
ら
差
し
引
か
れ
ま
す
。

⃝
所
得
が一定
の
方
は
、
基
準
に
該
当

す
れ
ば
国
保
税
の
軽
減
が
受
け
ら
れ
ま

す
。

　
た
だ
し
、
低
所
得
で
あ
っ
て
も
未
申

告
で
す
と
軽
減
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん

の
で
、
国
保
税
用
の
所
得
申
告
を
行

う
こ
と
が
必
要
で
す
。

国
保
税（
普
通
徴
収
）の
納
期

　
納
期
は
７
月
か
ら
翌
年
２
月
ま
で
の

毎
月（
全
８
回
）で
す
。

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日

（
賦
課
期
日
）現
在
に
、
土
地
・
家
屋

や
償
却
資
産
の
所
有
者
と
し
て
、
登
記

簿
や
課
税
台
帳
に
登
記
ま
た
は
登
録
さ

れ
て
い
る
方
に
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
は
、

評
価
額
を
基
に
算
定
さ
れ
た
価
格
で

す
。

一
括
納
付
し
た
場
合
の
前
納
報
奨
金

　

※
納
付
額
は
、
受
益
者
負
担
金
か

ら
前
納
報
奨
金
を
引
い
た
金
額
と
な
り

ま
す
。

公
共
下
水
道
受
益
者
負
担
金
に
は

前
納
報
奨
金
制
度
が
あ
り
ま
す

生
活
環
境
課（
℡
72-

３
６
０
５
）か
ら

小
型
特
殊
自
動
車
を
お
持
ち
の

方
は
申
告
が
必
要
で
す

町
県
民
税

国
民
健
康
保
険
税

固
定
資
産
税
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《
運
動
の
重
点
》

★
飲
酒
運
転
の
根
絶

★
子
供
と
高
齢
者
の
安
全
な
通
行
の

確
保
と
高
齢
運
転
者
の
交
通
事
故

防
止

★
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い
着
用

の
徹
底

★
自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進

　

和
歌
山
県
下
水
道
協
会
は
、
令
和

元
年
度
和
歌
山
県
下
水
道
排
水
設
備

工
事
責
任
技
術
者
の
資
格
認
定
試
験

を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

試
験
日　
令
和
元
年
11
月
17
日（
日
）

試
験
場
所　
和
歌
山
商
工
会
議
所

※
11
月
４
日（
月
・
休
日
）、
同
会
場

に
て
希
望
者
に
受
験
講
習
を
実
施
し

ま
す
。

申
込
書
配
布
期
間

８
月
13
日（
火
）～
９
月
６
日（
金
）

ま
で

申
込
書
受
付
期
間

８
月
26
日（
月
）～
９
月
６
日（
金
）

⃝
申
込
書
配
布
・
受
付
場
所

　

和
歌
山
県
下
水
道
協
会
試
験
等
運

営
委
員
会
事
務
局（
和
歌
山
市
企
業

局
下
水
道
部
下
水
道
企
画
課
内　
℡

０
７
３ 

‐ 

４
３
５ 

‐ 

１
０
９
３
）、
ま
た

は
み
な
べ
町
役

場
生
活
環
境
課

ま
で
。

　

日
頃
の
運
動
不
足
を
解
消
し
た
い

方
、
こ
れ
か
ら
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
始
め
た

い
方
、
マ
ラ
ソ
ン
に
興
味
が
あ
る
方
は
、

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
町
内
マ
ラ
ソ

ン
大
会
や
２
月
の
梅
の
里
ト
レ
イ
ル
ラ

ン
２
０
２
０
大
会
に
向
け
て
、
一
緒
に

楽
し
く
練
習
し
ま
せ
ん
か
。

　
ま
た
、
同
じ
時
間
に
グ
ラ
ウ
ン
ド
の

空
き
を
利
用
し
て
、
サ
ッ
カ
ー
の
練
習

会
を
し
ま
す
。ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日　

程　
令
和
元
年
９
月
～
11
月

　
　
　
　
毎
週
水
曜
日 

19
時
30
分
～

　
　
　
　
20
時
30
分
頃
ま
で

　
　
　
　
（
計
13
回
）

場　

所　
南
部
小
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド

※
雨
天
時
は
、
南
部
中
学
校
体
育
館

対
象
者　
ラ
ン
ニ
ン
グ
教
室
は
、
中
学

　
　
　
　

生
以
上
。
サ
ッ
カ
ー
練
習

　
　
　
　
会
は
、
小
学
生
以
上

募
集
人
数　
各
30
名
程
度

参
加
料　
ラ
ン
ニ
ン
グ
教
室

　
　
　
　
（
１
５
０
０
円
）　　

　
　
　
　
サ
ッ
カ
ー
練
習
会（
無
料
）

の
採
捕
も
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
違
反
し

た
場
合
、
法
律
等
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
違
反

行
為
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
の
で
、
監
視

を
強
化
し
て
い
ま
す
。

違
反
を
確
認
し
た
場
合
は
、
直
ち
に

通
報
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

◎
き
れ
い
な
海
を
守
る
た
め
、
き
ち
ん

と
後
片
付
け
を
し
、
ゴ
ミ
は
持
ち
帰
っ

て
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

　
県
立
田
辺
産
業
技
術
専
門
学
院
は
、

安
心
な
授
業
料（
年
12
万
円
弱
）で
、

少
人
数
指
導
と
実
践
的
訓
練
を
通
じ
、

専
門
知
識
・
技
術
を
習
得
で
き
、
多

彩
な
資
格
が
取
得
で
き
る
公
共
職
業

能
力
開
発
校
で
す
。

　

次
の
と
お
り
、
体
験
入
学
を
実
施

し
ま
す
の
で
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時　
７
月
17
日（
水
）・
18
日（
木
）・

19
日（
金
）・
26
日（
金
）

　
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

申
込
期
間　
令
和
元
年
７
月
８
日
～

　
　
　
　
８
月
９
日
ま
で

主　

催　
梅
の
里
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
設

　
　
　
　
立
準
備
委
員
会

申
込
方
法　
申
込
書
は
、
町
内
各
公
民

館
に
置
い
て
い
ま
す
。
必
要
事
項
に
ご

記
入
の
上
、
参
加
料
を
添
え
て
教
育

学
習
課
ま
た
は
、
各
公
民
館
に
お
申

込
み
く
だ
さ
い
。

　
私
た
ち
の
身
の
回
り
で
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
計
量
器
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
計

量
器
は
正
確
に
計
量
で
き
、
正
し
く
使

わ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
お
店
や
学

校
・
病
院
な
ど
で
取
引
や
証
明
に
使
用

す
る
は
か
り
は
、
そ
の
精
度
の
維
持
の

た
め
計
量
法
で
２
年
に
１
度
、
県
が
実

施
す
る
定
期
検
査
を
受
け
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
県
で
は
、
み
な
べ
町
内
の「
は
か
り
」

に
つ
い
て
、
下
表
の
日
程
で
定
期
検
査

を
実
施
し
ま
す
の
で
、
必
ず
受
検
し
て

く
だ
さ
い
。（
検
査
に
は
、
手
数
料
が

９
月
７
日（
土
）

　
午
前
９
時
30
分
～
正
午

※
７
月
は
在
学
生
の
授
業
風
景
が
見

学
で
き
ま
す
。

場
所

■
田
辺
産
業
技
術
専
門
学
院

⃝
自
動
車
工
学
科（
２
年
制
）⃝
観
光

ビ
ジ
ネ
ス
科（
１
年
制
）

■
田
辺
産
業
技
術
専
門
学
院
分
教
室

（
B
i
g
・
U
内
）⃝
情
報
シ
ス
テ
ム

科（
２
年
制
） 

対
象　
中
学
・
高
校
生
及
び
保
護
者
、

並
び
に一般
の
方

申
込
期
限
等　

各
開
催
日
の
２
日
前

ま
で
に
電
話
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
学

院
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

く
わ
し
く
は
、
田
辺
産
業
技
術
専

門
学
院（
℡
０
７
３
９ ‐ 

22 ‐ 

２
２
５
９
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

海
上
保
安
庁
で
は
、
将
来
、
海
上

保
安
官
と
な
る
優
秀
な
人
材
を
求
め
て

い
ま
す
。
令
和
２
年
４
月
採
用
の
募

か
か
り
ま
す
。）

　
く
わ
し
く
は
、
県
商
工
観
光
労
働
総

務
課（
℡
０
７
３ ‐ 

４
４
１ ‐ 

２
７
１
３
）

ま
た
は
産
業
課（
℡
72 

‐ 

１
３
３
７
）へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
み
な
べ
町
の
沿
岸
海
域
に
は
共
同
漁

業
権
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
権
利
者

以
外
の
方
が
イ
セ
エ
ビ
・
ア
ワ
ビ
・
ナ

ガ
レ
コ
・
ヒ
ジ
キ
等
を
採
捕
す
る
こ
と

は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、「
ヤ
ス
」

「
モ
リ
」の
使
用
に
よ
る
水
産
動
植
物

集
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

募
集
期
間　
令
和
元
年
７
月
16
日（
火
）

　
　
　
　
　
～
７
月
25
日（
木
）

申
込
方
法　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

１
次
試
験
日　
令
和
元
年

　
　
　
　
　
９
月
22
日（
日
）

試
験
会
場　
和
歌
山
市
内
等

受
験
資
格　
令
和
２
年
３
月
ま
で
に

高
等
学
校
卒
業
見
込
み
の
方
な
ど

募
集
期
間　
令
和
元
年
８
月
22
日（
木
）

　
　
　
　
　
～
９
月
２
日（
月
）

申
込
方
法　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

１
次
試
験
日　
令
和
元
年
10
月

　
　
　
　
　
26
日（
土
）・
27
日（
日
）

試
験
会
場　
和
歌
山
市
内
等

受
験
資
格　
令
和
２
年
３
月
ま
で
に

高
等
学
校
卒
業
見
込
み
の
方
な
ど

　

く
わ
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
海

上
保
安
官　
採
用
」で
検
索
し
て
い
た

だ
く
か
、
田
辺
海
上
保
安
部
管
理
課

（
℡
０
７
３
９ 

‐ 

22 

‐ 

２
０
０
２
）へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

計
量
器（
は
か
り
）の
定
期
検
査

に
つ
い
て

ラ
ン
ニ
ン
グ
教
室
＆
サ
ッ
カ
ー

練
習
会
の
参
加
者
募
集

産
業
課（
℡
72-

１
３
３
７
）か
ら

下
水
道
排
水
設
備
工
事
責
任
技

術
者
資
格
認
定
共
通
試
験

教
育
学
習
課（
℡
74-

３
１
３
４
）か
ら

海
の
レ
ジ
ャ
ー
は
ル
ー
ル
と

マ
ナ
ー
を
守
り
ま
し
ょ
う
！

海
上
保
安
大
学
校

海
上
保
安
官
募
集

田
辺
海
上
保
安
部
か
ら

体
験
入
学
者
募
集

県
立
田
辺
産
業
技
術
専
門
学
院
か
ら

海
上
保
安
学
校

わ
か
や
ま
夏
の
交
通
安
全
運
動

７
月
11
日（
木
）～
20
日（
土
）

総
務
課（
℡
72-

２
０
５
１
）か
ら

日　時　７月20日（土）18時～20時
場　所　南部幼稚園園庭
対　象　どなたでも参加できます。
プログラム	 18：10～18：30　盆踊り
	 18：30～　券販売
	 18：30～19：40　お店開店・お店回り
お店内容
　かき氷・どっきりくじ・光るおもちゃなどあります。

南部幼稚園　親子夏まつり
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離乳食教室

事前に申込みのない方のとび込み受診はできません。
申込みをお忘れの方は、ふれ愛センターまでご相談ください。
今年度のミニドック（特定健診・がん検診など）の予定は、下記のとおりです。
※特定健診の受診対象は、町民で国民健康保険に加入している35歳～75歳の方です。
健診を申し込まれた方には、受診日などを記入した受診カードと問診票を、６月中旬から
順次お届けしています。届いたら、受診日と受診場所を確認してください。

当日持ってくるもの　　問診票等、ご案内している封筒の中の書類すべて

※混雑を避けるため、受付時間を調整してご案内しています。
※指定の受診日時が都合の悪い方は、ふれ愛センターにご連絡ください。

※上記の日程は、変更する場合があります。

～　住みなれた地域で　いつまでも元気に　過ごすために　～
いきいき百歳体操は、準備体操、筋力体操、整理体操の３つの運動で構成されています。
DVDを見ながら、重さ調節が可能なおもりを手首、足首に巻き付けて椅子に座って40分
程度ゆっくりと手足を動かす体操です。
町内では下記の１２地区で開催されています。みなさんも一緒に体操しませんか？

町では、多くの方に参加いただけるよう『いきいき百歳体操の体験』も行っています。　
体験や説明会を希望される地区は、みなべ町地域包括支援センター（℡74-8065）へお申込みを！

妊娠中や子育て中の皆さんの相談窓口です。
保健師、助産師が対応させていただきます。
お気軽に、ご連絡ください。

T
て と て
etote

(子育て世代包括支援センター)です!ミニドック健診のご案内

いきいき百歳体操のご案内 日　時　７月23日（火）午前10時～11時30分
場　所　ふれ愛センター
対　象　妊婦または小さなお子さんの保護者
■マタニティのお母さん同士の仲間づくりの場
です。
■助産師、保健師も参加します。
　ぜひ、遊びに来てください。

日　時　７月17日（水）午前10時～11時30分
場　所　ふれ愛センター
対　象　平成30年12月、平成31年1月生まれの

お子さんと保護者
　　　　※参加申込みが必要です
申込みは、ふれ愛センター
（℡74-3337）へ

マタニティー＆ベビーサロン

※献血の際、恐れ入りますが、献
血カードまたは本人であること
を証明できるもの（運転免許証
など）をお持ちください。

7月18日（木）
	 9：00～10：30	 晩稲区民会館前
	 12：00～13：30	 ミナベ化工様前
	 14：30～16：30	 井上梅干食品株式会社様前

献血にご協力を
～7月は「愛の血液助け合い運動」月間～

７月のトレーニング教室
日　時　５日・12日・19日・26日の金曜日
	 18：00～21：00
	 　トレーニングマシン等による自由運動
　　　　20：00～21：00
	 　健康リズム体操（音楽に合わせて行う
　　　　　楽しい体操です。）
場　所　はあと館（社会福祉センター）
対　象　町内在住・在勤の成人の方
持ってくるもの
　　　　室内用運動靴、飲み物、タオルなど
　　　　※トレーニングに適した服装でお越しく
　　　　　ださい
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7月のテーマ展示
「野球」
　夏の恒例行事、全国高校野球選手権大会の季節
がやってきました。ゆかりある都道府県の高校の、
白熱した試合を観るのも楽しみですね。今月は、野
球の本を集めてみました。

「夏の楽しみ」
　海、スイカ、プール、虫捕り…などなど、夏には
みんな大好きなあれやこれやが盛りだくさんです
ね。今月は、夏休みをより楽しめるような本を集め
ました。

募集期間　７月20日(土)～８月30日(金)
用紙配布場所　ゆめよみ館・上南部分館
　小さなオリジナル絵本を募集します。応募作品
には、絵本作家の先生からコメントがもらえます。

ゆめよみ館	 ７月13日(土)～７月28日(日)
上南部分館	 ８月1日(木)～８月3日(土)
　自由研究のご参考にどうぞ。素敵な作品を展示
いたします。

町民の皆さんが普段の生活の中で、抱えている悩
みや困りごとを相談員の方に相談できる窓口です。

■人権・行政相談
　◯7月12日（金）13：30～15：30
　　ふれ愛センター

■消費生活巡回相談
　◯4日（木）・18日（木）13：00～16：00
　　みなべ町役場

■農業資金相談
　◯24日（水）13：00～16：00
　　　みなべ町役場
　○申込先　産業課（℡72-1337）
　　※個別相談のため、事前申込（19日（金））　
　　が必要です。

■生活お困り相談
　◯23日（火）13：30～15：30
　　みなべ町役場

■教育相談
　◯教育学習課
　　⃝学校は、℡74-2191へ。
　　⃝幼稚園、保育所、学童保育所は、
　　　℡74-3738へ。

■暮らしなんでも相談（町社協）
　◯毎週月～金曜日9：00～16：00
　　はあと館
　
■身近な民生委員・児童委員さんにご相談を
　民生委員・児童委員は相談内容に応じて必要
な支援が受けられるように行政や関係機関につ
ないでくれます。
　近くの民生委員・児童委員さんのお名前やく
わしいことは、住民福祉課（℡72-2161）へ。

■県による巡回職業相談
　◯７月12日（金）13：00～15：00　
　　南部公民館
相談員が求人情報を提供、また求職の相談を受
けます。くわしくは、日高振興局企画産業課（℡
0738-24-2911）へ。

■田辺年金事務所年金相談
◯７月13日（土）（9：30～16：00）
　同事務所（田辺市朝日ヶ丘　℡24-0432）へ
ねんきんダイヤル　0570-05-1165
（IP電話・PHSからは℡03-6700-1165へ）
月曜日　　　午前8：30～午後7：00
火～金曜日　午前8：30～午後5：15
第２土曜日　午前9：30～午後4：00
※月曜日が祝日の場合は翌日以降の開所日初日
に午後7：00まで相談をお受けします。
※祝日（第２土曜日を除く）、12月29日～1月3日
は休み

日　時　７月23日(火)午後２時～４時
講　師　松下恭子さん
場　所　ゆめよみ館	2階会議室
　紙皿であなただけの絵本を作ってみませんか？
お申し込みは、ゆめよみ館(Tel	72-1410)まで。

『ふたりはバレリーナ』
バーバラ・マクリントック 作／福本友美子 訳 （ほるぷ出版）

　バレエが大好きなエマと、バレリーナのジュリア。朝
起きて、でかける準備をして、レッスンに向かう二人
の、とある一日のお話です。その日の夜、エマがバレエ
を観に劇場にいくと、そこには……。
　会ったこともないけれど、似ているところが多い二
人。一日の様子が見開きで描かれていて、二人の生活を
見比べられるようになっています。よーく見てみると面
白い発見があるかも？

1階

2階

ゆめよみ館は祝日も開館しています

	１日（月）	休館
	６日（土）	わくわくタイム（10:30～）
	 	おはなし会（14:00～）
	８日（月）	休館
	13日（土）	おはなし会（14:00～）
	 	調べる学習コンクール
	 	展示（～28日）
	16日（火）	休館
	20日（土）	おはなし会（14:00～）
	22日（月）	休館
	23日（火）	紙皿えほんをつくろう！	
	 	（14：00～）
	25日（木）	ちいさいひとのための
	 	おはなし会（0～3歳）
	 	（10:30～）
2	7日（土）	ビデオ上映会（10:30～）
	 	おはなし会（14:00～）
	29日（月）	休館
31日（水）	休館（館内整理日）

ゆめよみ館
7月のカレンダー

上南部分館 おはなしの会
７月１３日（土）午前１０時３０分から

新 着 図 書 
今月のオススメ 

紙皿えほんをつくろう！

「第２１回 手づくりのちいさなえほん」募集

「図書館を使った調べる学習コンクール」
入賞作品展示

そのほかにこちらも 

この他の新着図書は、
図書館ホームページからご覧いただけます。

わ
が
家
の
お
い
し
い 

梅
干
し・

梅
シ
ロ
ッ
プ・梅
酒
の
レ
シ
ピ

柳
澤
由
梨 

著

（
成
美
堂
出
版
）

火
山
の
し
く
み
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
ガ
イ
ド

高
橋
正
樹 

編
著

（
誠
文
堂
新
光
社
）

個「
性
」っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？ 

L
G
B
T
の
本 

中
塚
幹
也 

監
修

（
あ
か
ね
書
房
）

今月のオススメ 
■延長窓口実施日時
　◯毎週木曜日	17：15～19：00
　　（年末年始、祝日は除く）
■開設場所　　住民福祉課
■交付できる証明書　　
　◎住民票の写し	◎印鑑登録証明書
　◎マイナンバーカードの交付
■連絡先　住民福祉課	℡72-2161

夜 間（土曜日）・小児救急診療所

延 長 窓 口

◯毎週土曜日18：00～21：30
　（年末年始、祝日は除く）
　田辺市高雄一丁目23-1
　（田辺市民総合センター内）℡26-4909へ

各 種 相 談
など

　住民福祉課では、平日の開庁時間に来庁
できない人のために、時間外に証明書などを
発行します。
　サービスを利用される場合は、必ず当日の
午後5時15分までにご連絡ください。
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　今年も６月６日、「梅の日」に町内の各小中学校で、給食の時間に梅干しおにぎりを食べました。写真は高城
中学校での様子です。みんな、いい笑顔ですね！

６月６日、「梅の日」に梅干しおにぎり

5月中の異動
出生	 8人
死亡	 21人
転入	 40人
転出	 27人
高齢化割合
（６５歳以上）３１．5％

人 の うご き

5月届出分（敬称略）
（了承をいただいた方だけを掲載しています）

	 5月末現在	 （前月比）
	 男	 ６，０００人	 （－6人）
	 女	 ６，６８２人	 （＋6人）
	 人口	 １２，６８２人	 （±０人）
	世帯数	 ４，８２４世帯	 （＋１７世帯）


